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○尾道市マリン・ユース・センター設置及び管理条例施行規則 
平成17年3月2日 

教育委員会規則第10号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、尾道市マリン・ユース・センター設置及び管理条例(平成17年条例第54号。以下「条例」

という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(利用許可の申請) 

第2条 条例第10条の規定により尾道市マリン・ユース・センター(以下「センター」という。)の利用許可

を受けようとする者は、利用日の3か月前から利用当日までに、尾道市マリン・ユース・センター施設利

用(利用変更)許可申請書(別記様式第1号)又は電子情報処理組織(市が管理する公共施設に係る予約の受

付の管理を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)から出力した申請書を指定管理者に提出しなけれ

ばならない。 

2 前項の規定は、利用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

(平17教委規則35・全改、令4教委規則2・一部改正) 

(利用の許可) 

第3条 指定管理者は、前条の申請書を提出した者にセンターの利用を許可するときは、尾道市マリン・ユ

ース・センター施設利用(利用変更)許可書(別記様式第2号)又は電子情報処理組織から出力した許可書(以

下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。 

2 前項の規定は、利用許可を受けた事項を変更するときも同様とする。 

3 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するとき又は利用中は、

指定管理者の指示に従うとともに指定管理者から利用許可書の提出を求められたときは、これを提示しな

ければならない。 

(平17教委規則35・全改、令4教委規則2・一部改正) 

(利用料金の減額) 

第4条 条例第16条の規定により利用料金を減額できるのは、市長が特別の事由があると認めた場合とする。 

2 利用料金の減額を受けようとする者は、指定管理者に尾道市マリン・ユース・センター利用料金減額申

請書(別記様式第3号)を提出するものとする。 

3 指定管理者は、利用料金の減額の決定があったときは、尾道市マリン・ユース・センター利用料金減額

決定通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。 

(平17教委規則35・旧第9条繰上・一部改正) 

(利用料金の免除) 

第5条 条例第16条の規定による利用料金の免除は、次に該当する場合に行うものとする。 

(1) 市が主催する行事に使用する場合 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者 

(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者 

(4) 療育手帳の交付を受けている者 

(5) その他市長が特別の事由があると認める者 

2 利用料金の免除を受けようとする者は、指定管理者に尾道市マリン・ユース・センター利用料金免除申

請書(別記様式第5号。以下「免除申請書」という。)を提出するものとする。ただし、前項第2号から第4

号までのいずれかに該当する者は、当該手帳を提示することにより免除申請書を提出したものとみなす。 

3 指定管理者は、利用料金の免除の決定があったときは、尾道市マリン・ユース・センター利用料金免除

決定通知書(別記様式第6号。以下「免除決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、

前項ただし書の場合は、免除決定通知書の交付を省略することができる。 

(平17教委規則32・一部改正、平17教委規則35・旧第10条繰上・一部改正、平31教委規則1・一部改

正) 

(利用料金の還付) 

第6条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、尾道市マリン・ユース・

センター施設利用取消し(利用料金還付)申請書(別記様式第7号)に利用許可書を添えて、利用日の5日前ま

でに指定管理者に提出しなければならない。 

(平17教委規則35・追加) 

(施設等破損、滅失の届出) 

第7条 利用者は、センターの利用中に建物、設備若しくは備品を破損又は滅失したときは、直ちに尾道市

マリン・ユース・センター施設等破損・滅失届(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。 

(平17教委規則35・旧第11条繰上・一部改正) 
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(利用者の義務及び責任) 

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) センターの施設、器具等を破損し、又は亡失しないこと。 

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(3) 乳幼児が入場する場合は、保護者同伴のこと。 

(4) 小・中学生が20人以上の団体で入場する場合は、10人につき1人の引率者が付くこと。 

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。 

(平17教委規則35・旧第12条繰上・一部改正) 

(補則) 

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

(平17教委規則35・旧第13条繰上) 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日前に向島町マリン・ユース・センター管理運営に関する条例施行規則(平成6年向島

町規則第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

付 則(平成17年5月25日教委規則第32号) 

この規則は、平成17年6月1日から施行する。 

付 則(平成17年9月29日教委規則第35号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

付 則(平成31年1月31日教委規則第1号) 

この規則は、平成31年2月1日から施行する。 

付 則(平成31年4月26日教委規則第12号) 

この規則は、平成31年5月1日から施行する。 

付 則(令和2年12月25日教委規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(令和3年11月26日教委規則第5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(令和4年3月25日教委規則第2号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 
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様式第1号(第2条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・令2教委規則16・一部改正) 

様式第2号(第3条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・一部改正) 

様式第3号(第4条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・令2教委規則16・一部改正) 

様式第4号(第4条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・一部改正) 

様式第5号(第5条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・令2教委規則16・一部改正) 

様式第6号(第5条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・一部改正) 

様式第7号(第6条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・令3教委規則5・一部改正) 

様式第8号(第7条関係) 

(平17教委規則35・全改、平31教委規則12・令2教委規則16・一部改正) 

 


